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平成 19 年度 八戸市男女共同参画推進事業 

施策（事業）名 施策（事業）目的等 内  容 
「男女共同参画社会を

めざす はちのへプラ

ン 2006」の推進 

 平成 18 年度から平成 23 年

度までの 6 年間を計画期間と

する。 
 基本計画及び実施計画の総

合的推進を図る。  

・実施計画に基づく各課の推進状況の調査、

公表を行い、更なる推進を図る。 

八戸市男女共同参画推

進会議及び幹事会 
 庁内における男女共同参画

行政の推進体制を整備し、男

女共同参画社会に関する施策

の総合的推進を図る。 

・平成 4 年 4 月設置 
・「推進会議」  

会長－副市長、委員－部長等 16 人 
※H19.4.1 現在 

・「幹事会」 
幹事長－市民生活部次長、幹事－関係課長

18 人 ※H19.4.1 現在 
八戸市男女共同参画推

進庁内委員会 
 

 プランの効果的推進及び庁

内における男女共同参画の推

進を図る。 

・平成 11 年 10 月設置 
・現在第 4 期委員 14 人（職員で構成） 
任期 2 年（平成 18 年 6 月 1 日～平成 20 年 5
月 31 日） 

・庁内の男女平等の意識啓発、職場環境の整

備等について調査研究を行う。 
・現在、「アンケート調査分科会」、「庁内委員

会存在 PR 分科会」、「女性のエンパワーメン

トに関する分科会」の 3 つの分科会に分か

れ、調査研究中。 
八戸市男女共同参画審

議会 
市長の諮問機関として、男

女共同参画の推進に関する基

本的かつ総合的な施策及び重

要事項について調査審議す

る。また、審議会自ら、必要

に応じて市長に意見を述べる

ことができる。 

・八戸市男女共同参画基本条例第 17 条に基づ

き、平成 14 年 5 月 1 日に組織。 
・現在第 3 期委員 15 人（公募委員 5 人含む）

任期 2 年（平成 18 年 5 月 24 日～平成 20 年

5 月 23 日） 
・平成 18 年度は「男女共同参画に関する事業

所アンケート」の実施等について審議した。

・平成 19 年度は男女共同参画に関する苦情処

理機関の設置等について審議予定。 
男女共同参画推進月間

事業 
男女共同参画基本条例第

12 条の規定により「男女共同

参画推進月間」を毎年 10 月と

定め、重点的に啓発事業を実

施する。 

〇「女と男の明日を考える八戸市民のつどい」

市民を対象とした講演会を開催する。 
実施場所：八戸市公会堂文化ホール 
実施時期：9 月 26 日（水） 
講師：森永 卓郎（経済アナリスト）  

〇「市民企画事業」 
 市民の自由な発想で企画した啓発事業を実

施する。 
 実施場所：八戸市総合福祉会館 
実施時期：11 月 23 日（金） 
実施内容：男女共同参画フォーラムの開催

（サエラトークショー、コンサート ほか）
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施策（事業）名 施策（事業）目的等 内  容 
〇「人権啓発活動地方委託事業」（県からの受

託事業） 
人権尊重の観点からの男女共同参画の推進

を図るため、健康まつりや公民館まつり等

に出向いて、パネル展の開催や啓発物品の

配付をする。また、講演会等を実施する。

実施時期：7 月～11 月 
男女共同参画社会を考

え る 情 報 誌 「 WITH 

YOU」の発行事業 

 家庭・地域・職場での身近

な問題提起や情報を市民の目

線でわかりやすく提供する。

・A4 判 8 ページ立て、4 色カラーの独立した

冊子を、年 2 回・各 10,000 部発行。 
・発行された情報誌は、市内各施設等に配付

するほか、市の HP へ掲出し、広く市民へ情

報発信する。 
はちのへ女性まちづく

り塾 
政策・方針決定過程の場

（審議会等）へ参画できる女

性の人材育成を図るため、女

性を対象とした学習講座を開

催する。 

講座数：年間 10 講座程度 
対象：市内在住の 65 歳以下の女性 20 人程度

学校教育関係者等研修

会 
 教育関係者への男女平等意

識の啓発及び男女平等教育の

重要性や認識を深め、共通理

解を図るために研修会を開催

する。 

実施場所：八戸市総合教育センター 
実施時期：平成 19 年 7 月 30 日（月） 
講師：三輪 建二（お茶の水女子大学教授、

同大学附属中学校長） 

地域啓発講座  男女共同参画啓発事業の一

環として、地域の住民を対象

として出前講座・ワークショ

ップ等を実施する。 

・1～5 回程度の講座等を実施する。（参加者延

べ 200 人以上となるよう努め、南郷区での

開催を 1 回以上とする） 
 

雇用関係者等対象セミ

ナー 
雇用主及び被雇用者に対し、

情報提供や学習機会の提供等

により支援する。 

・雇用主を対象としたポジティブ・アクショ

ン実践セミナーや、再就職を希望する人を

対象とした再就職準備セミナー等、㈶21 世

紀職業財団と共催で実施。 

 


